
 

安定的な地方財政運営の確保等に関する提言 
 

 安定的な地方財政運営に資するため、国は、次の事項について積極的かつ適

切な措置を講じられたい。 

 

１． 地方歳出の大半は法令等に義務付けられた経費であることを十分に踏まえ、

国の制度や法令の見直しを行わずに地方の歳出を見直すことは断じて行わな

いこと。 

  また、地方交付税の基準財政需要額については、地方自治体の標準的な水

準における行政を行うために必要となる経費を反映するものであること。 

 

２．都市自治体は、安定した財政運営と事業の円滑な推進のため、予見可能性

の向上が必要であり、国は、地方財政の展望を早期に提示すること。 

 

３．新たな制度の創設や見直しに当たっては、都市自治体の意見を反映させる

ため、事前に国と地方の協議の場等で十分協議を行うとともに、必要な財源

を確実に確保すること。 

また、地方に事務手続上の過大な負担が生じることのないようにすること。 

 

４．新型コロナウイルス感染症から住民の命と健康を守り、疲弊した地域経済

の回復を図るとともに、現下の物価高騰等に対応するため、都市自治体にお

いて、新たな対策やきめ細かな行政サービスを実施できるよう、今後の感染

状況や経済状況等を踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金をはじめとして、十分な地方財源を確保すること。 

 

５．個別立法に基づき、企業立地等により地域振興等を図るため、都市自治体

が課税免除又は不均一課税をした場合の減収補てんの対象期間については、

より柔軟な対応が可能になるよう見直すこと。 

 

 

 

 




